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『語研紀要』投稿規定

（投稿資格）
第１条　本誌に投稿する資格をもつ者は、原則として、語学研究所所員

とする。
（転載の禁止）
第２条　他の雑誌に掲載された論文・研究ノート・資料・翻訳は、これ

を採用しない。
（著作権）
第３条　本誌の著作権は当研究所に、個々の著作物の著作権は著者本人

に帰属する。
（インターネット上の公開）
第４条　本誌はインターネット上でも公開する。
（原稿の形式）
第５条　投稿に際しては、 つぎの要領にしたがって、本文・図および表
を作成する。

　（1） 原稿は原則として電子媒体による入稿とし、プリントアウトを一
部添付する。

　（2） 本文の前に、別紙で、つぎの３項目を、この順序で付する。
　　　（ⅰ）題名および執筆者名
　　　（ⅱ）欧文の題名および執筆者名
　　　（ⅲ）論文・研究ノート・資料・翻訳の区別
　（3） 原稿の欧文個所は、手書きの場合、すべて活字体で書く。
　（4） 図は、白紙または淡青色の方眼紙を墨書し、縮尺を指定する。
　（5） 写真に、文字または印を入れるときは、直接せずに、トレーシン

グ・ペーパーを重ねて、それに書き入れる。
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　（6） 原稿は、原則として、刷り上り18ページ（和文で約16,000字）
以内とする。

（原稿の提出）
第６条　投稿希望者は、運営委員会の公示する提出期限までに、同委員

会に提出する。　締切日以降に提出された原稿は、掲載されないこ
とがある。ただし、申込者が、所定の数に達しないか、または、そ
れを超える場合には、同委員会がこれを調整する。

（原稿修正の制限）
第７条　投稿後の原稿の修正は、原則として、これを行わないものとす

る。やむをえない場合は、初校において修正し、その範囲は最小限
にとどめる。大幅な修正の結果、印刷費が追加されたときは、追加
費用を個人負担とすることがある。

（校正）
第８条　校正は、原則として、第２校までとし、本文については執筆者が
これに当り、表紙・奥付その他については、編集委員がこれに当る。

（抜き刷り）
第９条　抜き刷りは、論文・研究ノート・資料・翻訳各１篇につき、30

部までを無料とする。これを超える分については、実費を執筆者の
負担とする。

付則
　１． 本規定の改正には、語学研究所所員の３分の２以上の賛成を要する。
　２．本規定は、平成３年４月12日から施行する。
　３．本規定は、平成13年４月27日に改正し、即日施行する。
　４．本規定は、平成14年５月９日に改正し、即日施行する。
　５．本規定は、平成14年10月15日に改正し、即日施行する。
　６．本規定は、平成28年11 月25日に改正し、即日施行する。
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申合わせ事項

◇ 第１条の「投稿する資格をもつ者」には、運営委員会が予め審議した
上で投稿を認めた非所員を含むことができる。

◇ 運営委員会が、非所員の投稿の可否を審議対象とするのは、以下の場
合である。
　（1） 語学研究所所員との共同執筆による投稿
　（2） 語学研究所所員が推薦する本学教養部の外国語科目担当非常勤講

師（本学非常勤講師と学外者の共同執筆も含める）の投稿
　（3） 語学研究所の講演に基づいて作成されたものの投稿
◇ 上記（1）（2）（3）に該当する投稿希望者がある場合は、運営委員会
を開いて投稿の可否を決定し、その投稿希望者に通知する。

◇ 投稿原稿の掲載に際しては、次のようにする。
　上記（1）（3）の場合は原稿料および抜き刷りは１篇分とする。
　上記（2）の場合は抜き刷りは１篇分とし、原稿料は支払わない。
◇ 第４条に関連して、本誌は国立情報学研究所が電子化した上でインタ
ーネット上に公表し、利用者が無料で閲覧できるものとする。

◇ インターネット上の公開は第28巻第１号から適用する。


